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１ 女性差別撤廃条約
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女性差別撤廃条約とは

正式名称「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条
約」

 1979年12月18日 第34回国連総会で採択。日本も賛成票。

前文と３０か条で構成

条約の特色

固定化された性別役割分担の変革

女性に対するあらゆる分野の差別の撤廃

法律上の差別のみならず事実上の平等をめざす

国家による差別撤廃だけでなく、個人、団体、企業による差別も撤廃
する。

社会の慣習・慣行の修正もめざす
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女性差別撤廃委員会（CEDAW)

➢ 条約の履行確保のための委員会。23人の専門家で構成。

➢ これまでに日本から選出された委員

赤松良子→佐藤ギン子→多谷千香子→斎賀富美子→林陽子

→秋月弘子

委員会の主な役割

1. 国家報告の審査

2. 「一般勧告」の作成（条約の発展的解釈）→一般勧告は1号か
ら40号まである。現在、41号策定途中。

3. 「選択議定書」に基づく活動→「個人通報」の審査制度、重大
な人権侵害の「調査」制度。
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条約における「女性差別」とは何か

条約1条：女性に対する差別とは

1. 性に基づく区別、排除、または制限であって、

2.いかなる分野においても、

3. 女性が、人権および基本的自由を認識し、享有しまたは行使することを

4. 害し又は無効にする効果または目的を有するもの。

一般勧告も含めて条約を解釈すれば

1. 暴力も差別である

2. 性役割の強制、慣習上・事実上の差別も含む

3. 間接差別も含む

4. 性自認、性的指向による差別も含む

ただし「暫定的特別措置」は差別ではない
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条約の批准と国家報告制度

◼ 日本は1985年に条約を批准

➢批准のための国内法整備ー男女雇用機会均等法の制定、国籍
法改正、家庭科男女共修の学習指導要領の改訂

➢1985年6月24日に国会で批准承認。1985年7月25日に条約は日
本に対して効力を発生。日本は72番目の締約国。

◼現在、条約の締約国は189か国。

◼定期報告の仕組み

➢締約国の定期報告義務＝初回は1年以内。以後は4年ごと（条
約18条）。しかし2022年の会期で8年のサイクルが決定された

➢日本はこれまでに第１次から第９次報告までを提出。

➢2024年10月17日に、6回目の日本審査があった。
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２ 選択議定書と地方議会の意見書採択
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「選択議定書」の個人通報制度

◼ 選択議定書とは

女性差別撤廃条約の実効性を強化する文書＝選択議定書（OP)

日本が批准している８つの人権条約にはすべて「選択議定書」がある。権
利侵害された個人の救済のため。

 女性差別撤廃条約の選択議定書は1999年10月6日に国連総会で採択。
現在115か国が批准（エストニアで116か国？）

 しかし日本はこれを批准していない。批准すれば「個人通報」と
「調査制度」が可能に。ただし「個人通報」には厳しい受理要件が
ある。国内救済措置が尽くされた通報のみ

◼ 受理されれば、CEDAWが条約違反の有無を検討し、締約国に「見
解（勧告を含む）」を出す。勧告に強制力はないが誠実な履行が期
待される。締約国は６か月以内に「勧告」に対して採った措置を回
答。

◼ 個人通報の実態：2025年４月までに234件の個人通報を受け付け、そのう
ち58件で条約違反を認定（2025年6月秋月弘子委員の報告から）。
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日本の司法の問題点

◼裁判所⇒条約は司法判断には「直接適用可能性がない」

◼例）女性差別撤廃条約に基づけば夫婦同一氏の強制は「条約違
反」である。

条約１６条(g)：夫及び妻の同一の個人的権利（姓および職業を選択
する権利を含む。）

一般勧告21号：para.24「各パートナーは、共同体における個性およ
びアイデンティティを保持し、社会の他の構成員と自己を区別するた
めに、自己の姓を選択する権利を有するべきである。法もしくは慣行
により、婚姻もしくはその解消に関して自己の姓の変更を強制される
場合には、女性はこれらの権利を否定されている。」

◼ しかし裁判所は、批准した条約を「直接適用可能性がな
い」として、司法判断の根拠としない。条約に照らした判
断をしないままに判決を出している⇒条約は「絵に描いた
餅なのか？」
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女性差別撤廃条約実現アクション
（OP-CEDAWアクション）

2019年3月5日 選択議定書の批准を求
める共同行動としてスタート

共同代表 浅倉むつ子・柚木康子

現在、全国の大小さまざまな7７団体が参加。

アクションの内容

国会への請願署名提出、院内集会（紹介議員の
数を増やすロビイング活動）。地方議会での意
見書採択活動。勉強会、講演会、広報活動など。
7.25女性の権利デーの実施。

ホームページには、やさしい動画、リーフレッ
ト、選択議定書Q＆Aなどを掲載。

https://opcedawjapan.wordpress.com
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リーフレット
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なぜ日本は選択議定書を批准しないのか

日本が選択議定書を批准しないため、日本の女性は権利侵
害されても個人通報を利用できない。CEDAWは繰り返し、
日本政府に選択議定書の批准を要請。

長年にわたる日本政府による説明

個人通報制度については条約実施の効果的な担保を図ると
いう趣旨から注目している。その受入れについてはわが国
の司法制度、立法政策との関連、また実施体制等との検討
課題がある。各方面の意見も踏まえつつ、真剣に検討を進
める。

国会でも繰り返されている質問。少しも進まない答弁。
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実現アクションの活動（１）

毎年、国会に選択議定書の批准を求める署名提
出活動

2025年5月23日の院内集会では⇒提出署名は10万筆を超え
た！請願紹介議員は衆参92人に。

しかし今年も国会では委員会段階で保留に

今年の特色＝「意見書採択地域マップ」を展示。
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実現アクションの活動（２）

◆地方議会の意見書採択を進める活動

2025年7月段階で、全国で382の地方議会が、国に対して選択議定
書の批准を求める「意見書」を採択。

府県議会レベルでは13→高知県、島根県、徳島県、富山県、宮城
県、大阪府、岩手県、埼玉県、三重県、滋賀県、長野県、奈良県、
京都府。

政令指定都市９→堺、千葉、北九州、さいたま、大阪、京都、札幌、
川崎、岡山

全国各地での創意ある取組み
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＊2025年7月12日現在、382議会



徳島県、大阪府、長野県（下記地図の右）は全県
で達成。富山県（下記地図の左）はあと一つの村。
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京都府内の自治体に働きかけているWWNのみ
なさんからのある日の報告例（メールより）

 昨日（3/26）笠置町、本日（3/27）
宇治田原町で両方とも全会一致で採
択されました。３月議会で採択する
ために1月16日にそれぞれの議会事務
局に電話することから始めました。
議員の連絡先が公表されていないの
で事務局に依頼文や資料を送り、何
度も電話して訪問の約束を取り、京
都に住んでいるWWN会員数名と一緒
に説明に行きました。全議員が集
まってくれました。

 事務局はきちんと対応してくれて、
両議会とも議場内で写真撮影もでき
ました。
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全 27府市町村議会で京都府を含む 

18府市町村議会で採択 



３ 2024年10月のCEDAWによる日本審査と総括所見
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CEDAWによる日本報告審査

これまでに行われた6回の審査→1988年、1994年、2003年、
2009年、2016年、2024年

日本政府は2021年9月に第９次報告を提出。それを対象に
2024年10月17日に第６回目の日本審査が行われた。

10月17日、午前3時間と午後2時間の計5時間の審査実施：冒
頭、日本代表団（岡田恵子・内閣府男女共同参画局長）から
30分のプレゼンテーション。その後、委員から、条文に即
して「質問→回答→再質問→回答」の形式で、対話が続く。

10月30日、「総括所見：concluding observations」がで
た。
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2024年の総括所見

肯定的側面と勧告をあわせて60パラグラフ

肯定的側面＝法制度の改正（2021年第９次報告以降）

①再婚禁止期間の廃止←2022年民法改正、2024年施行

②優生保護法による被害者救済←2024年7月最高裁判決、政
府と原告等との全面的解決をめざす「基本合意書」等

③刑法改正←2023年、強制性交等罪から不同意性交等罪へ、
性交同意年齢を13歳から16歳に引き上げ等

④DV法改正←2023年、精神面での危害に対する保護命令

⑤婚姻最低年齢を男女共通に←2022年民法改正、2024年施行

⑥政治分野候補者男女共同参画法←2021年改正、政党の自主
的取り組みを要請
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懸念事項と勧告の主要なもの（①～㉓）

 ４つのフォローアップ項目

 フォローアップとは？

①選択的夫婦別姓の導入（para.12(a)）

②暫定的特別措置として女性の立候補時の300万円の
供託金の減額（para.24(a)）

③緊急避妊を含む安価な現代的避妊手段へのアクセス
（para.42(a)）

④妊娠中絶における配偶者同意条項の削除
（para.42(c)）。
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① 選択的夫婦別姓をめぐって

民法750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
⇒婚姻前の氏を一方に捨てさせることを強制する制度。世界中で日本のみ。女
性差別撤廃委員会は、繰り返し法改正を勧告。

 1996年に法制審議会答申が出たが実現せず。現在、第三次別姓訴訟が進
行中（札幌と東京）

最高裁大法廷決定（第二次訴訟）2021年6月23日

➢ 多数意見は合憲：たった1頁。⇒制度のあり方は国会で判断されるべき。

➢ 少数意見は「違憲」と判断。43頁にわたる力作。女性差別撤廃委員会によ
る勧告があることによって、憲法24条2項違反の理由となる、とした。

2025年の通常国会では「28年ぶり」に法案審議。しかし結論は持ち越さ
れた。「今秋の臨時国会において審議する」与野党合意。さてどうなるのか。
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主要な勧告（続き）

⑤選択議定書の批准に対する障害の除去 （para.10）

⑥女性に対する差別の包括的定義の国内法への組み込み
（para. 12）

⑦皇位継承を男系男子に限定している皇室典範の改正
（para.12）

⑧婚外子差別規定の廃止（para.12(b)）

⑨高齢女性、障害のある女性、マイノリティ女性、移民女
性の司法へのアクセスの確保（para.18(a)）

⑩専任のジェンダー平等省の設置（para.20(a)）

⑪独立した国内人権機関の設置（para.22）

24



⑤選択議定書の批准

総括所見para.９ 委員会は、2020年に採択された第５次基本計
画において、締約国が「女子差別撤廃条約の選択議定書について
は･･･早期締結について真剣な検討を進める」と規定していること
に留意するが、この問題に関して23回の省庁間研究会を開催した
にもかかわらず、締約国が選択議定書の批准の検討に時間をかけ
すぎていることを遺憾に思う。

総括所見para.10 委員会は、締約国に対して、委員会の前回総括
所見にそって、選択議定書の批准に対するいかなる障害にも速や
かに対処し、これを取り除くよう勧告する。さらに、締約国に対
し、本条約、委員会の一般勧告および選択議定書の下の事例につ
いて、これらが法手続において十分に考慮されることを確保する
ために、裁判官、弁護士および法執行専門職の能力構築を強化す
るよう勧告する。
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⑦ 皇室典範の改正

総括所見para.11   委員会は日本の皇室典範の規定は委員会の権限の範
囲内ではないという締約国の立場に留意する。しかし委員会は、男系の
男子のみの皇位継承は、条約1条および2条と相容れず、条約の目的及び
趣旨に反すると考える。

日本政府は2024年12月にCEDAWに「意見」を送付。「皇位につく資格
は基本的人権に含まれていない」ので、条約が撤廃の対象としている女
子に対する差別には該当せず。皇位継承のありかたは国家の基本にかか
わる事項。

さらに、2025年1月末、外務省ーー今後、日本からの任意拠出金の使途
からCEDAWを外す、と国連に通告。

人権委員会の審査や総括所見は「建設的対話」。報復的な措置をとる対
応はふさわしくない。日本は条約遵守に後ろ向きという誤ったメッセー
ジを発信してしまう。撤回すべき（朝日新聞2025年4月11日「耕論」）
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主要な勧告（続き）

⑫ 家父長制的態度や差別的ステレオタイプを撤廃するた
めの包括的戦略の採用（para.26(a)）

⑬ ジェンダーに基づく暴力被害者のシェルターや相談体
制を充実させるための人材・資金不足に対処し、また、沖
縄の米軍による性的暴力の防止と加害者の適切な処罰
（para.28(a)(d)）

⑭ 「慰安婦」被害者とサバイバーの権利への包括的な対
処の確保（para.34）

⑮ 候補者男女均等法を改正して罰則を設けること
（para.36(c)）

⑯ 同一価値労働同一賃金の原則の実施（para.40(c)）

27



主要な勧告（続き）

⑰ ジェンダー賃金格差公表義務の拡大
（para.40(d)）

⑱ 女性の正規雇用の増大（para.40(e)）

⑲ 男性による女性の権威への誇示を力の示威の問題と
して取り組む（para.40(f)）

⑳ 間接差別に関する均等法の改正（para.40(i)）

㉑ 性同一性障害者特例法の下で不妊手術を受けざるを
得なかった被害者への補償と被害回復措置へのアクセス
（para.42(f)）

㉒ 女性の家族経営企業での労働を認めるための所得税
法56条の改正（para.46(b)）

㉓ 同性婚の容認（para.52(d)）
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⑯同一価値労働同一賃金の実施、⑱正規雇用の増大

労基法4条は労働者が女性であることを理由として、賃金について
男性と差別的取扱いをしてはならないと規定する。ただし「同一
価値労働同一賃金原則」への言及はない。

欧米で普及している「同一価値労働同一賃金原則」→「知識・技
能、負担、責任、労働環境」の４大ファクターを使う「得点要素
法」。

男女間だけでなく、非正規と正規労働者の賃金格差を是正させる
ための法改正を：2018年「パート・有期契約労働法」8条は「基
本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて･･･通常の労働者との
待遇の間において、･･･不合理と認められる相違を設けてはならな
い」と規定。しかし裁判所は、いくつかの「手当」については
「不合理」と判断したが、退職金と賞与については不合理性を否
定。

メトロコマース事件・最三小判令和２年10月13日判決

大阪医科薬科大学事件・同上
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⑰ジェンダー賃金格差公表義務の拡大
 男女間の賃金格差について、使用者に情報開示を求める立法動向が急速に進む。世
界では、個別救済からプロアクティブモデルへ

イギリス 2017年3月 平等法78条（250名以上の企業に男女間賃金格差の公表を義務づ
け）。

ドイツ 2017年6月 賃金透明化法（従業員500名以上の企業は男女間賃金平等を実現する
措置についての報告書作成義務）

フランス 2019年1月 男女間の賃金格差是正に関する施行令（従業員50人以上の企業は
賃金格差指数の公表義務。指数総計が75ポイントに満たない企業は3年以内に格差を是正）

2023年5月 EU賃金透明化指令

 日本の女性活躍推進法－2022年から男女の賃金差異の公表義務－

格差是正の第一歩。2025年改正で101人以上の企業にも公表義務。

だが、３区分ごとの男女比では実態がみえない。正規男性を100としてそれに対する比率を示す
べき。

「賃金差」は公表のみ。数値目標にも是正義務にも入っていない。開示義務だけでは男女賃金
格差の是正策としては限界がある。
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⑲ ハラスメントの法規制

 雇用分野における日本のハラスメント法制は、４種類のハラスメントを規制対象と
している。

セクシュアル・ハラスメント／均等法11条1項

マタニティ・ハラスメント／均等法11条の3第1項

ケア（育児・介護等）・ハラスメント／育児介護休業法25条1項

特定の差別と関係しないパワー・ハラスメント／労働施策総合推進法30条の2第1項

 これらハラスメント規制の特色

それぞれのハラスメントには明確な「定義」はなく、事業主の措置義務規定からそ
の内容を把握。措置義務の内容は厚生労働省告示である「指針」によって具体化さ
れている。

措置義務の担保は、行政指導と企業名公表。紛争解決は、都道府県労働局の助言、
指導、勧告、調停。被害者救済の中心は不法行為をめぐる民事訴訟⇒金銭賠償が主
となる。

 2025年の法改正でカスタマー・ハラスメント、求職者ハラスメント規制を導
入。
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ILOの190号条約

 2019年、ILO108回総会で採択された「労働の世界における暴力とハラ
スメントの撤廃に関する条約」（190号条約）

対象となる行為は、「単発的か反復的かを問わず、身体的、精神的、性
的または経済的害悪を与えることを目的とした、または結果を招く可能
性のある行為や脅威」。

人的な対象＝労働者はもちろん、労働世界のすべての人（インターン、
ボランティア、求職者、応募者、使用者個人も含まれる）が対象。

「包摂的・統合的でジェンダーに対応したアプローチ」の採用。

適切で効果的な救済。安全で公正で効果的な通報と紛争解決メカニズム。
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⑳ 禁止される間接差別の拡大を

 均等法は、募集・採用から定年・退職・解雇までの雇用上の性差別の禁止。
間接差別l禁止規定（7条）も。

 しかしきわめて限られた事例のみ。施行規則における限定列挙。

①募集・採用時の身長・体重・体力要件

②募集・採用時の全国転勤要件

③昇進における転勤経験要件

 はじめて間接性差別を認めたAGCグリーンテック事件・東京地裁2024年
5月13日判決（労働判例1314号5頁）

均等法が対象とする事項（福利厚生措置としての「社宅制度」）に関する会
社の運用は、間接性差別にあたると判断する画期的な判決。だが、もしこれ
が賃金に関するものだったら間接差別と判断されただろうか？

 間接差別の対象範囲を拡大する均等法改正。労基法４条も間接差別を禁
止する規定とすべき。

 →2025年通常国会での「労働施策総合推進等の一部法改正」の附帯決議
で今後の検討課題に。
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日本をジェンダー平等社会にするために
女性の権利を国際基準に

◼ 2024年総括所見の特色

①選択議定書、包括的反差別法の制定、国内人権機関の創設など人権施策
の基本構造が指摘された。②マイノリティ女性への目配り。③性と生殖の
健康と権利（SRHR）に焦点。④雇用分野の法改正も重視。

◼ 選択議定書の批准はすべてのジェンダー平等のテーマに共通。率先
して批准すべき。個人通報の入り口は狭いが、個人通報によって国
内の判決が国際人権委員会の審査を受ける可能性が生まれることの
影響は大きい。裁判官は、国際条約のレベルを十分に考慮した判決
を下すことになり、日本の司法は変わるはず。

◼ 地方議会の意見書採択活動は効果的。選挙区から国会議員へ情報を
届ける。地方議会では、会派を超えた女性議員の協力が可能になる

場合もあり、民主主義を生み出す思いがけない効果。
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